
災害ボランティア
事前登録のご案内

堺市社会福祉協議会地域福祉課【担当】守屋・伊地知・山口
堺市堺区南瓦町２－１（堺市総合福祉会館内）
TEL.072-232-5420 FAX.072-221-7409
mail：chiikifukushika@sakai-syakyo.net

堺市社会福祉協議会では、市内で災害が起こった際に災害

ボランティアセンターを立ち上げ、ボランティア活動のできる
方々を募集し、被災者の生活再建を支える取組を実施します。

（社福）堺市社会福祉協議会（2022年1月更新）

右記QRコードより登録。

社会福祉協議会Hp「災害ボランティアセンター」で検索。

登録から活動までの流れ

（登録にあたっての注意！）

◆登録期間：令和５年３月３１日まで（登録内容は上記日をもって削除致します）
◆ボランティア活動への参加はご自身の意思でお願いいたします。
◆登録は発災後の活動を保証するものではありません。
◆登録いただく個人情報は上記目的のみ使用いたします。
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登録方法

登録条件

●堺市内「在住」「在勤」「在学」している方。

●高校生以下の方は保護者への同意が必須。

●発災後に災害ボランティア活動を行う意思のある方。

○堺市内で災害が起こった際、ボランティア活動の募集等の
呼びかけをさせていただきます。

○災害ボランティアに関する研修等のご案内をいたします。

－「何かできそう」が誰かの「助けて」を支える活動へ―

✤個人で登録

※災害ボランティアセンター設置後、速やかなボランティア活動調整のため、登録者・団体のみなさまへ一斉
メールにてご案内することを想定しております。パソコン・スマートフォンからの登録の難しい方は、裏面
登録項目内容をご確認の上、下記「お問合せ」までご連絡ください。

✤団体で登録



災害ボランティア事前登録 項目

年齢（代）

「あり」に回答した方、具体的な活動内容

名

同意する

□

個人情報取り扱いにかかる同意

本登録は発災後のボランティア活動の調整、関連研修のご案内のみ活用。

本登録情報は暫定的取組のため令和4年3月31をもって削除します。

災害時にできるボランティア活動（複数☑可）

□力を必要とする活動（例：がれきの撤去、家財道具の運搬、清掃など）

□資格や特技を活かした活動（例：手話、看護、託児）

□運転・送迎ボランティア活動（例：ボランティア活動に自家用車を出せる）

□技術系ボランティア活動（例：重機・工具等を使った活動）

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

災害ボランティア活動経験 □あり　□なし

活動可能

エリア

（複数☑可）

※「団体登録」の場合は代表者氏名・連絡先・住所を記載。

□堺区　□中区　□東区

□西区　□南区　□北区

□美原区　□市内全域

『団体登録』のみ

活動調整可能人数

住所

メールアドレス

携帯電話番号

※高校生以下は保護者の同意が必須→□（同意を得ている場合のみ☑してください）

『団体登録』のみ

団体名（ふりがな）

氏名（ふりがな）

（社福）堺市社会福祉協議会（2022年1月更新）


